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発 表 事 項 出水市における高病原性鳥インフルエンザ（県内１例目）発生に係る

監視強化区域の解除について（第1-12報）

内 容 出水市における高病原性鳥インフルエンザ（県内１例目）発生に伴い

設定した監視強化区域 （10km圏内）について，監視強化区域解除検査※

の結果，臨床検査で異常が確認されなかったこと及び県内１例目の発生

農場の防疫措置完了後28日が経過したことから，国と協議の上，令和６

年12月24日（火）正午をもって解除しましたので，お知らせします。

※ 監視強化区域

①生きた家きん，②卵等について，持ち出しの制限はないが，監視を
強化する区域

・ 12月６日正午に搬出制限が解除された区域

・ 12月17日午前０時に移動制限が解除された区域

資 料 高病原性鳥インフルエンザ発生時の移動等の制限について

ホームページ掲載 □なし ■あり（ 12月24日掲載予定 ） □後日掲載

取 材 案 内

問い合わせ先 担当課 農政部家畜防疫対策課

（ 担 当 課 ）
取材対応者 家畜防疫対策課長 藏薗（099-286-3352）内線３３５２

問い合わせ窓口 家畜衛生係長 内村（099-286-3224）内線３２２４
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（12月6日正午） （12月17日午前０時） （12月24日正午）


